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概略評価による治水対策案の考え方
第12回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋
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概略評価による治水対策案

【治水対策案の棄却の方針】
安全度、コスト、実現性（制度上、技術上の観点）について不適当な案を棄却する。
※コストについては、現計画案（大分川ダム）と比較して極めて高いものを棄却する。なお、現河川整

備計画（大分川ダムを含む）事業費の２倍を超えるものを極めて高いものとして棄却する。
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【治水対策案の抽出の方針】
前回提示した１５の治水対策案について、代表的な方策別にグループ化し、各グループ内で も妥当

な案を抽出する。

○現計画案 ：河川整備計画（大分川ダム＋河道改修）
○グループ１ ： 洪水を安全に流下させる案

４案（治水対策案①、②、③、④）
○グループ２ ： できるだけ洪水を河道外に一部貯留する案

２案（治水対策案⑤、⑥）
○グループ３ ： できるだけ洪水の一部を氾濫許容させる案

１案（治水対策案⑫）
○グループ４ ： できるだけ既存施設を活用して洪水を調節する案

３案（治水対策案⑦、⑧、⑨）
○グループ５ ： できるだけ雨水の河川への流出を抑制する案

５案（治水対策案⑩、⑪、⑬、⑭、⑮）



治水対策案のグループ化

3

【概略評価】治水対策案のグループ化

現計画案 河川整備計画（大分川ダム）

① 河道の掘削＋河道内の樹木伐採

② 堤防のかさ上げ＋河道内の樹木伐採

③ 引堤＋河道内の樹木伐採

④ 放水路＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

⑤
遊水地（地役権方式）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

⑥
遊水地（堀込み方式）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

3
できるだけ洪水の一部を

氾濫許容させる案
⑫ 輪中堤＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

⑦
ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

⑧
ダムの有効活用（容量買い上げ）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

⑨
ダムの有効活用（操作ルールの見直し）
＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

⑩ 雨水貯留施設＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

⑪ 雨水浸透施設＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

⑬
水田等の保全（機能向上）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

⑭
雨水貯留施設＋水田等の保全（機能向上）
＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

⑮
雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋輪中堤＋水田等の保全
（機能向上）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

必要 低限の樹木を残し樹木伐採を行い、不足分を引堤にて対応する。

できるだけ雨水の河川への
流出を抑制する案
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2
できるだけ洪水を河道外に

一部貯留する案

洪水を安全に流下させる
案

できるだけ既存施設を活用
して洪水を調節する案

グループ

大分川流域内の学校（校庭）や公園に雨水貯留施設、大分川流域内の水田に水田の保全（機能向上）を行うことにより流出の抑制を図り流量を低減
させる。
不足分を樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

大分川流域内の学校（校庭）や公園に雨水貯留施設、大分川流域内の家屋に雨水浸透施設を設置、大分川流域内の水田に水田の保全（機能向上）
を行うことにより流出の抑制を図り流量を低減させる。
七瀬川沿いに輪中堤を建設し、不足分を樹木伐採、河道掘削にて対応する。

大分川流域内の家屋に雨水浸透施設を設置することにより流出の抑制を図り流量を低減させる。
不足分を樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

大分川流域内の水田に水田の保全（機能向上）を行うことにより流出の抑制を図り流量を低減させる。
不足分を樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

No.
治水対策案　　

既設の芹川ダムのかさ上げを行うことにより流量を低減させる。
効果の及ばない支川七瀬川について樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

既設の芹川ダムの容量を買い上げ治水容量に振り替えることにより流量を低減させる。
不足分及び効果の及ばない支川七瀬川について樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

必要 低限の樹木を残し樹木伐採を行い、不足分を堤防のかさ上げにて対応する。

No.

既設の芹川ダムの操作ルールの見直しを行うことにより流量を低減させる。
不足分及び効果の及ばない支川七瀬川について樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

大分川流域内の学校（校庭）や公園に雨水貯留施設を設置することにより流出の抑制を図り流量を低減させる。
不足分を樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

大分川沿いに２箇所、七瀬川沿いに１箇所、遊水地（掘込方式）の建設により流量を低減させる。
不足分及び効果の及ばない支川七瀬川について樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

七瀬川沿いに輪中堤を建設し、不足分を樹木伐採、河道掘削にて対応する。

放水路の建設により流量を低減させる。
効果の及ばない支川七瀬川について樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

大分川沿いに遊水地（地役権方式）１箇所の建設により流量を低減させる。
不足分及び効果の及ばない支川七瀬川について樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。

対策案の概要（整備計画河道改修以外）

大分川ダムの建設により流量を低減させる。

必要 低限の樹木を残し樹木伐採を行い、不足分を河道掘削にて対応する。



現計画案（大分川ダム）
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【現計画案】
○現計画案は、安全度の観点から問題はなく、また実現性の観点から、制度上・技術上の問題はな

い。

※１完成までに要する費用は河川整備計画の河道改修を含む。
※２概略評価にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

現計画案

河川整備計画（大分川ダム） 約440
・現行法制度上の問題はない
・技術上の問題はない

河川整備計画

現計画案
（大分川ダム）

・河川整備計画目標流量を全川において安
全に流すことができる。

・河川整備計画レベルの目標に対して安全を
確保できるか

概算コスト
（億円）

・制度上の観点から実現性の見通しはどうか
・技術上の観点から実現性の見通しはどうか

内容

安全度（被害軽減効果） 完成までに要する費用 ※１ 実現性治水対策案



グループ１

・河川整備計画レベルの目標に対
して安全を確保できるか

評価
概算コスト

（億円）

評価
（コストが
極めて
高い）

・制度上の観点から実現性の見通
しはどうか
・技術上の観点から実現性の見通
しはどうか

評価

① 河道の掘削＋河道内の樹木伐採
・河川整備計画目標流量を全川に
おいて安全に流すことができる。

－ 約520 －
・現行法制度上の問題はない
・技術上の問題はない

－ ○

② 堤防のかさ上げ＋河道内の樹木伐採 同上 － 約630 － 同上 －

③ 引堤＋河道内の樹木伐採 同上 － 約1,000 棄却 同上 －

④ 放水路＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 同上 － 約620 － 同上 －

洪水を安
全に流下
させる案

治水対策案 概略評価

安全度（被害軽減効果） 完成までに要する費用　※１ 実現性

も妥当
とする案

グループ
対策
案
No.

内容

グループ１（洪水を安全に流下させる案）
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【グループ１からの抽出】
○治水対策案①～④は、安全度の観点から問題はなく、また実現性の観点から、制度上・技術上の

問題はない。
○概算コストで優位である治水対策案①を抽出する。
※なお、治水対策案③は、概算コストが現計画案に比べて極めて高いため棄却する。

※１完成までに要する費用は河川整備計画の河道改修を含む。
※２概略評価にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※３前回検討の場で示した１－①（河道の掘削＋河道内の樹木伐採）、１－② （河道の掘削＋河道内の樹木伐採（全伐採））については、概算コストについてともに約５２０億円であったことから、 １－①（河道

の掘削＋河道内の樹木伐採）で代表化した。

※３



グループ２（できるだけ洪水を河道外に一部貯留する案）
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【グループ２からの抽出】
○治水対策案⑤、⑥は、安全度の観点から問題はなく、また実現性の観点から、制度上・技術上の

問題はない。

○概算コストで優位である治水対策案⑤を抽出する。

※１完成までに要する費用は河川整備計画の河道改修を含む。
※２概略評価にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

グループ２

・河川整備計画レベルの目標に対
して安全を確保できるか

評価
概算コスト

（億円）

評価
（コストが
極めて
高い）

・制度上の観点から実現性の見通
しはどうか
・技術上の観点から実現性の見通
しはどうか

評価

⑤
遊水地（地役権方式）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

・河川整備計画目標流量を全川に
おいて安全に流すことができる。

－ 約530 －
・現行法制度上の問題はない
・技術上の問題はない － ○

⑥
遊水地（堀込み方式）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

同上 － 約760 － 同上 －

できるだけ
洪水を河
道外に一
部貯留す

る案

治水対策案 概略評価

グループ
対策
案
No.

内容

安全度（被害軽減効果） 完成までに要する費用　※１ 実現性

も妥当
とする案



グループ３（できるだけ洪水の一部を氾濫許容させる案）
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【グループ３からの抽出】
○治水対策案⑫は、安全度の観点から問題はなく、また実現性の観点から、制度上・技術上の

問題はない。

○治水対策案⑫を抽出する。

※１完成までに要する費用は河川整備計画の河道改修を含む。
※２概略評価にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

グループ３

・河川整備計画レベルの目標に対
して安全を確保できるか

評価
概算コスト

（億円）

評価
（コストが
極めて
高い）

・制度上の観点から実現性の見通
しはどうか
・技術上の観点から実現性の見通
しはどうか

評価

できるだけ
洪水の一
部を氾濫

許容させる
案

⑫ 輪中堤＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採
・河川整備計画目標流量を概ね全
川において安全に流すことができ
る。

－ 約530 －
・現行法制度上の問題はない
・技術上の問題はない － ○

治水対策案 概略評価

グループ
対策
案
No.

内容

安全度（被害軽減効果） 完成までに要する費用　※１ 実現性

も妥当
とする案



グループ４（できるだけ既存施設を活用して洪水を調節する案）
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【グループ４からの抽出】
○治水対策案⑦～⑨は、安全度の観点から問題はなく、また実現性の観点から、制度上・技術上の

問題はない。

○概算コストで優位である治水対策案⑨を抽出する。
○治水対策案⑦は、他の目的との組み合わせによりコストが変わることが考えられるため、概略

評価時においては抽出する。
※なお、治水対策案⑧は、概算コストが現計画案に比べて極めて高いため棄却する。

※１完成までに要する費用は河川整備計画の河道改修を含む。
※２概略評価にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

グループ４

・河川整備計画レベルの目標に対
して安全を確保できるか

評価
概算コスト

（億円）

評価
（コストが
極めて
高い）

・制度上の観点から実現性の見通
しはどうか
・技術上の観点から実現性の見通
しはどうか

評価

⑦
ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

・河川整備計画目標流量を全川に
おいて安全に流すことができる。

－ 約720 －
・現行法制度上の問題はない
・技術上の問題はない

－ ○

⑧
ダムの有効活用（容量買い上げ）
＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

同上 － 約1,200 棄却 同上 －

⑨
ダムの有効活用（操作ルールの見直し）
＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

同上 － 約520 － 同上 － ○

できるだけ
既存施設
を活用して
洪水を調
節する案

治水対策案 概略評価

グループ
対策
案
No.

内容

安全度（被害軽減効果） 完成までに要する費用　※１ 実現性

も妥当
とする案



グループ５（できるだけ雨水の河川への流出を抑制する案）
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【グループ５からの抽出】
○治水対策案⑩、⑪、⑬～⑮は、安全度の観点から問題はなく、また実現性の観点から、制度上・技

術上の問題はない。

○概算コストで優位である治水対策案⑩を抽出する。

※１完成までに要する費用は河川整備計画の河道改修を含む。
※２概略評価にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

グループ５

・河川整備計画レベルの目標に対
して安全を確保できるか

評価
概算コスト

（億円）

評価
（コストが
極めて
高い）

・制度上の観点から実現性の見通
しはどうか
・技術上の観点から実現性の見通
しはどうか

評価

⑩
雨水貯留施設＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

・河川整備計画目標流量を全川に
おいて安全に流すことができる。

－ 約550 －
・現行法制度上の問題はない
・技術上の問題はない

－ ○

⑪
雨水浸透施設＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

同上 － 約570 － 同上 －

⑬
水田等の保全（機能向上）＋河道の掘削
＋河道内の樹木伐採

同上 － 約560 － 同上 －

⑭
雨水貯留施設＋水田等の保全（機能向上）
＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

同上 － 約580 － 同上 －

⑮
雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋輪中堤
＋水田等の保全（機能向上）
＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採

同上 － 約630 － 同上 －

できるだけ
雨水の河
川への流
出を抑制
する案

治水対策案 概略評価

グループ
対策
案
No.

内容

安全度（被害軽減効果） 完成までに要する費用　※１ 実現性

も妥当
とする案



概略評価による治水対策案の抽出結果
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○現計画案と、各グループから も妥当と考えられる治水対策案として、No.①、No.⑤、No.⑦、
No.⑨、No.⑩、No,⑫ の７案を抽出する。

７案を抽出し、目的別の詳細評価を今後実施する。
※ ○抽出した治水対策案

【概略評価】治水対策案の抽出結果

現計画案 河川整備計画（大分川ダム） ○

① 河道の掘削＋河道内の樹木伐採 ○

② 堤防のかさ上げ＋河道内の樹木伐採 抽出せず

③ 引堤＋河道内の樹木伐採 棄却（コスト）

④ 放水路＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 抽出せず

⑤ 遊水地（地役権方式）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 ○

⑥ 遊水地（堀込み方式）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 抽出せず

3
できるだけ洪水の一部を

氾濫許容させる案
⑫ 輪中堤＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 ○

⑦ ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 ○

⑧ ダムの有効活用（容量買い上げ）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 棄却（コスト）

⑨ ダムの有効活用（操作ルールの見直し）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 ○

⑩ 雨水貯留施設＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 ○

⑪ 雨水浸透施設＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 抽出せず

⑬ 水田等の保全（機能向上）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 抽出せず

⑭ 雨水貯留施設＋水田等の保全（機能向上）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 抽出せず

⑮ 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋輪中堤＋水田等の保全（機能向上）＋河道の掘削＋河道内の樹木伐採 抽出せず

洪水を安全に流下させる案

できるだけ既存施設を活用して
洪水を調節する案

できるだけ雨水の河川への流出を
抑制する案

できるだけ洪水を河道外に
一部貯留する案

グループ 治水対策案　　 評価
No.

5

No.

1

4

2



評価軸と評価の考え方（洪水調節の例）

11

第12回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋


